
46 
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第５章 工事図面作成方法 

 

5.1  適用 

(1)  この章は、水道管（導、送、配水管を含む。）及び付属構造物の設計図面並びに

完成図面作成についての方法を定めたものである。 

(2)  作図一般、記号、線の一般的用法その他この章に定めのないものは､JIS A 0101

（土木製図通則）、土木学会「土木製図基準」及びその他関係規格規定によるもの

とする。 

 

5.2  完成図面の提出 

提出する完成図面の作成は、原則、CAD により製図し、監督員が指示した場合は、

完成図面を電子媒体で提出するものとする。 

 

5.3  完成図面の大きさ及び紙質 

(1)  図面の大きさは、図面紙の仕上がり寸法で JIS P 0138（紙加工仕上げ寸法）の

うち、A1 とする。（表 5-1 参照） 

(2)  原図の紙質は、良質な白紙を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  図面の分割 

(1)  平面図、配管立体図等規定の大きさで作図できない場合は、分割して作成し、そ

の接続表示を明確にすること。 

ア 平面図の場合   Ａ ──── Ａ′、Ｂ ──── Ｂ′とすること。 

イ 配管立体図の場合 ① ──── ①′、② ──── ②′とすること。 

(2)  配水管と給水管切替の完成図面は、原則として一葉ずつ分けて作成すること。た

だし、給水管切替箇所が少ない場合は、同一図面としても良い。 

 

5.5  表示方法 

(1)  文字 

ア 文字自体の頭部は、紙面の上又は左側方向とする。 

イ 文章は、横書きを原則とする。 

ウ 漢字は楷書、仮名は平仮名を原則とする。 

エ 数字は、アラビア数字を原則とする。 

オ 文字の大きさは，A3 に縮小しても容易に判読できる大きさとする。 

カ 文字のフォントは、明朝体とする。 

(2)  寸法 

ア 寸法の記入は、寸法線を中断せず寸法線に沿って寸法線の上側に記入するのを原

表 5-1 図面の大きさ 

単位：mm 

大きさの呼び方 A1 

縦×横 594×841 

外 枠 95% 
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則とする。ただし、寸法線が縦の場合には、寸法線の左側に記入する。 

イ 円弧の半径を示す寸法線には、弧の側のみ矢をつけ、半径を示す寸法数字の右に

は、R を付記する。 

ウ 円の直径を示す寸法線は、直径の中心線又は基準線に一致しないように引く。 

(3)  単位 

ア 平面図・配管立体図・オフセット図・給水管切替詳細図の単位はメートルとする。

布設延長、切管寸法及びオフセット延長、法線変化記号（既設管との連絡、伏越し

等、法線に変化が生じる箇所）の変化量は、小数点第 1 位（2 位四捨五入）、土被

り寸法及び離隔距離（クリアランス）に関しては小数点第 2 位（3 位四捨五入）で

端数処理すること。 

イ 道路復旧図・横断面図の単位はミリメートルとする。道路復旧図は、一の位（小

数点以下第 1 位四捨五入）、横断面図は、十の位（一の位四捨五入）で端数処理す

ること。 

ウ 口径の単位はミリメートル単位とする。ただし、鋼管、給水栓及びバルブ類につ

いては A 又は B で表すこともある。 

エ なお、以上のことによりがたい場合は、各図ごとに、又はその都度単位記号を表

すること。 

(4) 水道管線種 

水道管線種は次のとおりとすること。 

  新 設                実 線 

  既 設                一点鎖線 

  廃 止                実線に斜線（廃止、撤去を明示する。） 

（撤 去） 

 

5.6  図面の構成 

図面の構成は、工事内容に応じて次のとおりとする。なお、詳細図、断面図等は、

表示する内容により同一図面にまとめてもよいが、極力重複を避けるように考慮する

こと。また、給水管切替詳細図は、平面図及び配管立体図を表示すること。 

(1)  案内図 

工事場所を中心として、道路及び河川、鉄道、主なる建物名等を明記し、一見し

て当該場所がわかるように表すこと。 

(2)  平面図 

ア 配管路線には、布設管種、口径、延長及び布設位置等を記入すること。 

イ 沿線家屋のうち、給水管を切替える対象家屋については居住者名を表示すること

とし、目印のための建物名称等はカッコ書きで表示すること。 

ウ 道路には、国道、県道、市道等の区別又は路線名を表し、既設管の管種、口径、

布設年度を記入すること。 

エ 河川には、その名称、流水方向その他必要な事項を記入すること。 

(3)  縦断面図 

必要に応じて作成するものとする。 

(4)  横断面図 

道路、河川、橋梁等の横断面に、水道管（新設、既設、廃止）、他の地下埋設物

及び構造物の形質、寸法、位置等を表示すること。 

 

（廃止又は撤去） 
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(5)  側面図 

添架工、水管橋の場合は、管、構造物の形質、寸法、位置等を表示すること。 

(6)  詳細図 

構造物（仕切弁、空気弁室、排水設備等）、舗装復旧工、標準掘削断面図、基礎

工、配筋、防護工、加工、取付け、その他の部分詳細を表示すること。 

(7)  配管立体図 

ア 直管、異形管等の接合位置、防護箇所、施工方法等を平面図に基づき、別表 5-

1・5-2 の表示記号により明瞭に作図すること。 

イ 配管立体図は、管の寸法に応じて伸縮させることとし、管、弁、栓等の名称は、

原則として省略する。 

ウ 法線変化記号は、新設法線を●、既設法線を○とし、下記例のとおり表示するこ

と。また、既設管、伏越し箇所、その他必要な箇所には、土被りを記入すること。

変化量は、0.1m 単位とし、0.2m 以上から記載すること。（図 5-1 参照） 

 

 

 

 

  

エ 既設地下埋設物等の障害物により、伏越しや法線の変化が生じる箇所は、黒板に

障害物の略図を記載し、障害物との離隔距離（クリアランス）を測定すること。 

オ ポリエチレン管を既設地下埋設物等の障害物をかわすために曲げ配管により 30

㎝以上高さを変化させた場合は、その位置と土被りを配管立体図に記入すること。

（図 5-1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L（平面距離変化量） 

H（高さ変化量） 
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図 5-1 法線変化記号の表示（例） 
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(8)  オフセット図 

ア 工事完了後、次の箇所を速やかに測定し、オフセット図を作成すること。 

ａ 仕切弁・空気弁・地下式消火栓 

ｂ 不断水分岐箇所 

ｃ 管の末端部 

ｄ 排水管の吐き出し部 

ｅ 仕切弁を設置しないで既設管に接続した箇所 

ｆ 監督員に指示された箇所 

イ オフセットの基点は、永年埋設、撤去のおそれのない境界の角、マンホール、電

柱等 3 点以上の引照点を定めること。特に、そのうち 2 点は、積雪により不明にな

らないものとする。 

ウ アであげた箇所同士が近接している場合は、その箇所同士の距離を測定しオフセ

ット図に記入すること。ただし、イであげる引照点には含まないものとする。 

エ オフセット図は、目標となる家屋が表示できる大きさとし、平面距離の他、口径

及び埋設位置（基点となるものからの寸法）を必ず記入すること。 

オ オフセット図と平面図に索引番号（ａ、ｂ、･･･）を付し、対比できるようにす

ること。 

(9)  給水管切替詳細図 

ア 平面図には、サドル付分水栓の位置がわかるように仕切弁等管路上にあるものを

基点として、各分水栓の距離を記入すること。また、居住者名とメーター口径を記

入すること。 

イ 配管立体図は、分岐口径、切管長、既設給水管の管種・口径、土被りを記入し、

配管状況が詳細にわかるように表示すること。 

(10) 工事数量表 

管の布設延長及び仕切弁設置数等の数量をまとめ、図面に記入すること。 

（表 5-2 参照） 
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表 5-2 工事数量表（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注 1]数量は小数点以下第 1位で四捨五入し、単位止めにすること。 

[注 2]割 T 字管、ヤノストッパーに仕切弁筐を設置しない場合は、数量表に記載しない。 

[注 3]原則、仮設数量は、記載しない。但し、仮設工事の場合は、記載する。 
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 (11) 完成図面における標題 

標題欄は、図面の右下隅に設けること。なお、標題欄の上部に受注者欄を設ける

こと。また、決裁欄に変更ある場合は監督員が提示する。 

 

表 5-3 標題（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) その他 

前記以外の図面を必要とするときは、その図面を作成し提出すること｡ 
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5.7  区間距離及び延長 

(1)  区間距離は路面実測延長とし、次の箇所を分界点として記入すること。 

ア 分岐箇所（十字管、Ｔ字管等） 

イ 仕切弁、空気弁、消火栓設置箇所 

ウ 口径が変化した箇所 

エ 曲管使用箇所（5  °、11 °を除く） 

オ 廃止管にエアモルタルを充填した区間 

カ その他監督員が指示した箇所 

なお、区間距離が複雑な場合は、完成図作成例（別図 5-1～3 参照）で表示する

ように作成すること。 

(2)  布設延長は、区間距離の合計したものを記入すること。（図 5-2・3 参照） 

 

 

図 5-2 区間距離、布設延長（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 布設及び廃止延長（例１） 
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図 5-3 布設及び廃止延長（例 2） 
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5.8 縮尺 

(1)  縮尺は、次の基準によることを原則とする。 

ア 案 内 図              1:10 000～20 000 

イ 平 面 図              1:500 

ウ 縦断面図              タテ 1:100   ヨコ 1:500～1 000 

エ 横断面図             1:50～100 

オ 道路復旧図        1：20 

カ 側面図、詳細図等     図面内容により、その都度適当な縮尺とする。 

キ 配管立体図・オフセット図  略図とする。 

(2)  縮尺は、各図ごとにその縮尺を記入し、同一縮尺の場合、標題欄の該当場所に記

入すること。 

(3)  完成図面は、設計図面の縮尺を用いることを原則とする。 

 

5.9 作図上の表示 

(1)  案内図、平面図には、必ず方位を入れること。 

(2)  図面は、原則として「北」を上方にすること。 

(3)  図示記号は、別表 5-1・5-2・5-3 によること。 

(4)  図面の名称等は、その図面上側に表示すること。 
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